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国営総合農地防災事業 渡良瀬川中央地区の事業区域

２．事業概要と進捗状況

１．事業の目的

事業経緯 進捗状況

事業概要

年 度 主 な 経 緯

Ｈ１４ 用地買収着手

Ｈ１４ 工事着工

Ｈ１８ 岡登水路事業完了

Ｈ１９ 集水路３事業完了

全体計画
現在の進捗状
況(進捗率)
H22．3月末日

事 業 費
２,９１７百万円 １,７６６百万円

（６０．５％）

用地買収
２２,７００ｍ2 １４，０００ｍ2

(６１.７％)

計画延長 ９,７３０ｍ
６,０７３ｍ

(６２.４％)

事 業 場 所
おおたし にしながおかち ょ う おおたしおおはらちょう

太田市西長岡町～太田市大原町

区 分 今回 事業当初時

全 体 事 業 費 ２,９１７百万円 ３,５３０百万円

全体事業費増減の理由
・路線見直しによる水路延長減

・水路補修等への工法変更

事 業 期 間 Ｈ１３～Ｈ２６ Ｈ１３～Ｈ２４

事 業 内 容
排水路延長 ９.７ ｋｍ
水路断面 幅 1.5m～3.55m

高さ1.0m～1.6m

排水路延長 １０ ｋｍ

水路断面 幅 1.5m～3.55m

高さ1.0m～1.6m

本地域では農業用水路が地域排水の役割も担っており、流域内の開発に伴い雨水排水の流出
量が増加し、水路からの溢水、農地の湛水により、農作物などに被害が発生している。
このため、農業経営の安定と国土保全を図るため、排水路工等の整備を行い、農地及び農作物
への被害の軽減を図ることを目的としている。事業は、国営総合農地防災事業渡良瀬川中央地
区と附帯県営事業で行っており、両事業が一体となって効果を発揮するものである。

第 ３ 号議案
農山漁村地域整備交付金（湛水防除事業）
わたらせがわちゅ う お う １ き

渡良瀬川中央１期地区 太田市

着工年度

評価理由

平成１３年度

１０年継続

渡良瀬川中央1期地区の事業区域

県 内 位 置 図

前橋市

太田市

渡良瀬川中央1期



２．事業概要と進捗状況（１）

岡登用水路（整備後）

長堀支線直接排水路（整備後）

岡登用水路

長堀支線直接排水路

農山漁村地域整備交付金（湛水防除事業）
渡良瀬川中央１期地区 計画概要図

北関東自動車道



費用便益分析

計画・前回再評価時 今 回 再 評 価 時 備 考 便 益 説 明

算出根拠 マ ニ ュ ア ル
土地改良の

経済効果

新たな土地改良の

効果算定マニュアル

国営事業と一体的に算定。

総費用総便益比方式

（前回は投資効率方式）

基 準 年 Ｈ１０ Ｈ２１

区 分 項 目
現 在 価 値

（ 千 円 ）

構 成
比

現 在 価 値

( 千 円 ) 構 成 比

費 用

(千円 )
工 事 費 ４１,０００,０００ 100.0 % ９４,４４０,６７０ 100.0%

完成後、関係する施設を含め
40年間の更新整備費を含む。

維 持 管 理 費 ０ 0.0% ０ 0.0 %

費 用 合 計 ( C ) ４１,０００,０００ ９４,４４０,６７０

便 益

(千円 )

本 来 的 効 果 ４１，０３８，４８５ 99.4% ５１，０１１，３９８ 14.9 %
作物生産、営農経費節減、維持管
理費節減、災害防止(農業)

派 生 的 効 果 ２５７，８５２ 0.6% ２９１,９３３,２０２ 85.1 %

災害防止(一般・公共資産)
前回：被害実績に基づき、降雨量

との相関から被害額を推定

今回：洪水モデルに基づき、住宅

地図から被害額を積み上げ

そ の 他 効 果 ０ 0.0% ０ 0.0%

便 益 合 計 ( B ) ４１，２９６，３３７ ３４２，９４４，６００

費用対効果分析(B/C) １．０１ ３．６３

現況の農業用水路、河川の位置、排水の能力等を把握し、今年度完了する国営総合農地防災
事業渡良瀬川中央地区及び既に着工している附帯県営農地防災事業渡良瀬川中央地区(２～４
期)と一体となって事業効果が発現出来るよう水路改修及び遊水池を整備しており、地域の湛水被
害の軽減を図る事業として適当である。

本地区は、流域内の開発等に伴う排水量増加が原因で排水機能が低下しており、溢水、湛水
被害が頻繁に発生している。このことから事業の目的及び必要性に変化はない。

３．事業の目的・必要性に変化はあるのか？

４．目的を達成するための事業（手段）は適当か？



５．事業が長期間要している理由は？

事業継続 ・ 事業中止

変更なし ・ 事業計画の変更 ・ スケジュールの変更

・本事業は、整備延長が９．７ｋｍと長いため、当初から事業期間１２年を設定している。
・宅地等の用地交渉に時間を要することや、暗渠として計画している箇所では市道に埋設しなけ
ればならず、既存埋設物(農業用水管路、水道等)管理者との調整に時間を要し、当初計画より
も進捗が遅れている。

【 元々が長期計画 不測の事態により長期化 】

排水路工等の整備を実施し、農地及び農作物等への溢水、湛水被害の軽減を図るための
事業であり、現在60.5%まで進捗している。
現在においても、溢水、湛水被害の解消が必要であり、懸案事項であった宅地等の用地交
渉や既存埋設物管理者との調整について見通しが立ったため、早期完成を図りたい。

水道管

潅漑施設

排水路

宅地化の状況

６．事業の対応方針は？


